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平成２０年９月８日

第８回北川流域委員会

資料-２
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住民意見聴取の方法について

１．住民意見聴取の位置づけ
２．九頭竜川の住民聴取について
３．北川の住民意見聴取（案）について
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河川整備計画

河川整備計画（原案）

河川整備計画（案）の決定

学識経験者

住民（住民説明会等）

意見

地方公共団体の長
意見

河川整備計画の決定・公表

意見

１．住民意見聴取の位置づけ１．住民意見聴取の位置づけ

住民意見聴取

44

河川整備計画（原案）の公表 【流域委員会で提示】

集会形式

説明会を開催し、河
川管理者が河川整備
計画（原案）を説明

意見募集形式

閲覧

市町村役場、
国や県の各事
務所で閲覧

公開

ホームペー
ジで公開

設置

概要版パン
フレットを設置

郵送、メール、ＦＡＸにより意見募集直接意見を聴く

住民意見を反映

２．九頭竜川の住民意見聴取について２．九頭竜川の住民意見聴取について
公 表
8月18日

説明会
8月21日
～26日

3日後

1ヶ月間

意見募集期間
8月18日
～

9月18日
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（福井市）

勝山市教育会館

（勝山市）

福井商工会議所
道の駅「いねす」

（坂井市）

文化交流会館

（池田町）
サンドーム福井

（越前市）

（１）意見募集形式
①説明会の開催場所
流域内の５会場で計６回開催し、計350名が参加した。

【国が管理する区間（直轄管理区間）】
①九頭竜川水系河川整備計画（原案）
【県が管理する区間（指定区間）】
②九頭竜川水系下流部ブロック 河川整備計画（原案）
③九頭竜川水系中流部ブロック 河川整備計画（原案）
④九頭竜川水系上流部ブロック 河川整備計画（原案）
⑤九頭竜川水系日野川ブロック 河川整備計画（原案）
⑥九頭竜川水系足羽川ブロック 河川整備計画（原案）

福井商工会議所（福井市）福井商工会議所（福井市）8月26日

道の駅「いねす」（坂井市）道の駅「いねす」（坂井市）8月25日

サンドーム福井（越前市）サンドーム福井（越前市）8月24日

文化交流会館（池田町）文化交流会館（池田町）8月23日

勝山市教育会館（勝山市）勝山市教育会館（勝山市）8月22日

福井商工会議所（福井市）福井商工会議所（福井市）88月月2121日日

開催場所開催日開催日

66

説明会の開催状況

8月21日 福井商工会議所 （参加：約70名）

8月23日 文化交流会館(能楽の里) （参加：約70名）
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②説明会の周知方法
１）記者発表
流域委員会の開催公表に合わせて住民意見聴取の記者発表を
行った。 （H.18.8.11）

記者発表
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２）ホームページ
記者発表にあわせて、福井河川国道事務所のホームページで
も住民意見聴取を行うことを公表した。 (H18.8.11)

ホームページに掲載
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３）新聞掲載
福井新聞に住民意見聴取の案内を掲載した。（Ｈ18.8.15）

新聞掲載

1010

４）テレビＣＭ(8/14～8/20)
福井テレビとＦＢＣの２局で15秒ＣＭを各１４回（計２４回）放送した。
また、その他番組内のお知らせコーナーでフリップ等による紹介を
した。

テレビＣＭの絵コンテ

５）ラジオＣＭ
ＦＢＣラジオとＦＭ福井のお知らせコーナーで、３０秒～１分の案
内をした。
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６）中吊り広告（8/12～8/21）
福井鉄道とえちぜん鉄道の車内に中吊り広告を掲載した。

中吊り広告
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７）チ ラ シ
流域内市町村役場、国や県の各事務所等の27カ所に2,000部
を設置した。

チラシ（Ａ４版）
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①閲覧
市町村役場、国や県の各事務所の２７カ所で、整備計画（原案）
を閲覧可能とした。

（２）意見募集形式

国の各事務所

九頭竜川ダム統合管理事務所4
足羽川ダム工事事務所3
福井河川国道事務所2
本局河川部河川計画課1

福井県の各事務所

浄土寺川ダム事務所15
吉野瀬川ダム事務所16

福井県土木部河川課5
福井土木事務所6
三国土木事務所7
大野土木事務所8
勝山土木事務所9
鯖江土木事務所10
武生土木事務所11
今立土木事務所12
朝日土木事務所13
激特事務所14

関係市町村役場
福井市役所17
越前市役所18
大野市役所19
勝山市役所20
鯖江市役所21
あわら市役所22
坂井市役所23
永平寺町役場24
池田町役場25
南越前町役場26
越前町役場27

1414

②公開
福井河川国道事務所のホームページに、河川整備計画（原案）
および概要版パンフレットを掲載しました。

ホームページに河川整備計画（原案）を掲載
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③設置
住民意見聴取用に整備計画（原案）の概要版パンフレットを作
成し、説明会で使用するとともに、チラシと同様、各市町村役場、
国や県の各事務所に設置した。
また、パンフレットには意見をいただくためのハガキを添付した。

パンフレット（Ａ４版：42ページ）

1616

郵送、メール、ＦＡＸによる意見を募
集した。

（３）意見の受付方法

パンフレットに添付したハガキ

ホームページでの意見募集
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開催結果報告として、意見聴取でいた
だいた質問・意見と回答を福井河川国
道事務所のホームページで公表した。
また、河川整備計画（原案）設置場所
で閲覧できるようにした。

（４）意見の公表

ホームページで公表意見・質問の回答
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３．北川の住民意見聴取（案）について３．北川の住民意見聴取（案）について

河川整備計画（原案）の公表 【流域委員会で提示】

集会形式

住民説明会を開催し、
河川管理者が河川整
備計画（原案）を説明

意見募集形式

閲覧

小浜市役所、
若狭町役場、
福井河川国道
事務所等で閲
覧

公開

ホームペー
ジで公開

設置

概要版パン
フレットを設置

郵送、メール、ＦＡＸにより意見募集直接意見を聴く

住民意見を反映

公 表

説明会

約10日以内

約1ヶ月間

意見募集期間
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（１）意見募集形式について（案）
①閲覧
下記の場所で、北川河川整備計画（原案）の閲覧可能

②公開
福井河川国道事務所ホームページで、（原案）および概要版パン
フレットが閲覧、ダウンロード可能

③設置
住民意見聴取用に整備計画（原案）の概要版パンフレットを作成
し、説明会で使用するとともに、閲覧場所に設置
また、パンフレットには意見をいただくためのハガキを添付

都市整備課都市整備課小浜市役所小浜市役所

住民サービス室（上中庁舎）住民サービス室（上中庁舎）

建設水道課（三方庁舎）建設水道課（三方庁舎）

河川部河川部 河川計画課河川計画課

福井河川国道事務所福井河川国道事務所 北川出張所北川出張所

福井河川国道事務所福井河川国道事務所 調査第一課調査第一課

若狭町役場若狭町役場

近畿地方整備局近畿地方整備局

2020

（２）集会形式について（案）

住民説明会を開催し、河川管理者が河川整備計画（原案）の説明を
行い、住民の意見を聴く。

①開催主体

河川管理者が主催で実施

②開催時期

開催時期は、河川整備計画（原案）公表後、約10日以内
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【開催場所】 １．小浜市域

２．旧上中区域

３．滋賀県区域

河川管理者としての選択

開催場所は１と２、開催回数は１を選択
開催場所は、小浜市域と旧上中区域で各１回開催する。

考えられる選択肢

③開催場所と開催回数

【開催回数】 １．１回

２．２回以上

2222

１．平日 （ 午前・午後・夕方 ）

２．休日 （ 午前・午後・夕方 ）

河川管理者としての選択

１を選択
住民説明会は、平日の夕方（概ね19～21時）で開催する。

考えられる選択肢

④開催日時
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１．事前申し込み制

２．当日会場で先着順に受付

河川管理者としての選択

２を選択
住民説明会への参加は、当日会場で先着とする。

考えられる選択肢

⑤住民説明会の参加資格
参加資格は設けない。

⑥参加申し込み
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１．記者発表 ５．新聞掲載

２．ホームページ ６．交通広告（中吊広告)

３．新聞折り込み広告 ７．テレビＣＭ

４．自治会回覧 ８．ラジオＣＭ

河川管理者としての選択

１～３＋４を選択
開催案内等は、記者発表、ホームページ、新聞折り込み
広告により行う（自治会回覧は住民説明会の開催日程によ
り可能であれば実施する。）。

考えられる選択肢

（３）住民意見聴取の周知について（案）

住民説明会の開催案内をどのような方法で周知するか。
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（４）意見の受付方法と期間について（案）

（１）受付方法

郵送、メール、ＦＡＸ（電話による受付は不可）

（２）受付期間

北川河川整備計画(原案)公表から約1ｶ月
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（５）よせられた意見の公表について（案）

①意見受付終了後、意見並びに質問・回答をホームペー
ジで公開する。
②ホームページを利用できない方等のため、河川整備計
画（原案）閲覧場所において意見並びに質問・回答を閲
覧できるようにする。


